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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

腐
敗
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
八
号

（
衆
議
院
送

）

付
）
要
旨

こ
の
条
約
は
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
の
作
成
交
渉
に
お
い
て
、
公
務
員
に
係
る
贈
収
賄
等

の
腐
敗
問
題
に
一
層
効
果
的
に
対
処
す
る
た
め
に
、
別
途
、
包
括
的
な
国
際
文
書
の
作
成
を
検
討
す
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
て
、
腐
敗
行
為
の
防
止
に
関
す
る
包
括
的
な
条
約
を
起
草
す
る
た
め
の
政
府
間
特
別
委
員
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た

結
果
、
二
○
○
三
年
（
平
成
十
五
年
）
十
月
に
国
連
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
七
十
一
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
腐
敗
行
為
を
防
止
し
、
及
び
こ
れ
と
戦
う
た
め
、
公
務
員

に
係
る
贈
収
賄
、
公
務
員
に
よ
る
財
産
の
横
領
等
一
定
の
行
為
の
犯
罪
化
、
犯
罪
収
益
の
没
収
、
財
産
の
返
還
等
に
関
す
る
国

際
協
力
、
締
約
国
会
議
の
設
置
等
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
条
約
は
、
腐
敗
行
為
の
防
止
、
捜
査
及
び
訴
追
並
び
に
こ
の
条
約
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
の
収
益
の
凍
結
、
押

収
、
没
収
及
び
返
還
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二
、
締
約
国
は
、
社
会
の
参
加
を
促
進
し
、
か
つ
、
法
の
支
配
、
公
の
事
務
及
び
財
産
の
適
切
な
管
理
、
誠
実
性
、
透
明
性
並
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び
に
説
明
責
任
の
諸
原
則
を
反
映
す
る
効
果
的
で
調
整
さ
れ
た
腐
敗
行
為
の
防
止
に
関
す
る
政
策
を
実
施
す
る
。

三
、
締
約
国
は
、
自
国
の
法
制
の
基
本
原
則
に
従
い
、
腐
敗
行
為
を
防
止
す
る
機
関
を
設
け
る
。
ま
た
、
締
約
国
は
、
腐
敗
行

為
と
戦
う
た
め
、
自
国
の
公
務
員
に
つ
い
て
、
特
に
誠
実
性
、
廉
直
性
及
び
責
任
感
を
高
め
る
よ
う
に
す
る
。

四
、
締
約
国
は
、
自
国
の
法
制
の
基
本
原
則
に
従
い
、
透
明
性
、
競
争
及
び
意
思
決
定
に
お
け
る
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
く
適

当
な
調
達
の
制
度
で
あ
っ
て
特
に
腐
敗
行
為
の
防
止
に
効
果
的
な
も
の
を
設
け
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
と
る
。
ま
た
、
締

約
国
は
、
自
国
の
法
制
の
基
本
原
則
に
従
い
、
財
政
の
管
理
に
お
い
て
透
明
性
を
高
め
、
及
び
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
を

促
進
す
る
た
め
、
適
当
な
措
置
を
と
る
。

五
、
締
約
国
は
、
腐
敗
行
為
と
戦
う
必
要
性
を
考
慮
し
て
、
自
国
の
国
内
法
の
基
本
原
則
に
従
い
、
公
共
行
政
に
お
け
る
透
明

性
を
高
め
る
た
め
、
自
国
の
公
共
行
政
に
関
す
る
情
報
を
公
衆
が
適
当
な
場
合
に
入
手
す
る
こ
と
を
認
め
る
た
め
の
手
続
又

は
規
則
を
定
め
る
等
必
要
な
措
置
を
と
る
。

六
、
締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
の
基
本
原
則
に
従
い
、
民
間
部
門
に
係
る
腐
敗
行
為
を
防
止
し
、
並
び
に
民
間
部
門
に
お
け

る
会
計
及
び
監
査
の
基
準
を
強
化
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
も
の
と
し
、
適
当
な
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
従
わ
な
い

こ
と
に
つ
い
て
、
民
事
上
、
行
政
上
又
は
刑
事
上
の
罰
則
を
定
め
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。
ま
た
、
締
約
国
は
、
自
国
の
法
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令
に
従
い
、
こ
の
条
約
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
簿
外
勘
定
の
設
定
等
を
禁
止
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
賄
賂
と
な
る
支
出
に
つ
い
て
、
税
の
控
除
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
。

七
、
締
約
国
は
、
資
金
洗
浄
の
抑
止
及
び
探
知
の
た
め
、
金
融
機
関
等
に
つ
い
て
の
規
制
制
度
及
び
監
督
制
度
を
設
け
る
。

八
、
締
約
国
は
、
自
国
の
公
務
員
に
係
る
贈
収
賄
、
外
国
公
務
員
及
び
公
的
国
際
機
関
の
職
員
に
係
る
贈
賄
、
公
務
員
に
よ
る

財
産
の
横
領
、
不
正
使
用
そ
の
他
目
的
外
使
用
、
犯
罪
収
益
の
洗
浄
、
司
法
妨
害
を
犯
罪
と
す
る
た
め
、
必
要
な
立
法
そ
の

他
の
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
重
大
性
を
考
慮
し
た
制
裁
を
科
す
る
。

九
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
に
よ
り
生
じ
た
犯
罪
収
益
等
の
没
収
を
可
能
と
す
る
た
め
、
自
国
の

国
内
法
制
に
お
い
て
最
大
限
度
可
能
な
範
囲
で
必
要
な
措
置
を
と
る
。

十
、
締
約
国
は
、
犯
罪
が
自
国
の
領
域
内
で
行
わ
れ
る
場
合
及
び
犯
罪
が
当
該
犯
罪
の
時
に
自
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
内
又
は

自
国
の
法
律
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る
航
空
機
内
で
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
に

つ
い
て
の
自
国
の
裁
判
権
を
設
定
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
と
る
。
ま
た
、
締
約
国
は
、
容
疑
者
が
自
国
の
領
域
内
に
所

在
し
、
か
つ
、
容
疑
者
が
自
国
の
国
民
で
あ
る
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
当
該
容
疑
者
の
引
渡
し
を
行
わ
な
い
場
合
に
お
い

て
、
こ
の
条
約
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
自
国
の
裁
判
権
を
設
定
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
と
る
。
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十
一
、
犯
罪
人
引
渡
し
に
係
る
規
定
は
、
こ
の
条
約
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
で
あ
っ
て
、
犯
罪
人
引
渡
し
の
請
求
の
対
象

と
な
る
者
が
当
該
請
求
を
受
け
た
締
約
国
の
領
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

十
二
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
対
象
と
な
る
犯
罪
に
関
す
る
捜
査
、
訴
追
及
び
司
法
手
続
に
お
い
て
、
最
大
限
の
法
律
上
の

援
助
を
相
互
に
与
え
る
。

十
三
、
締
約
国
は
、
自
国
の
国
内
法
に
従
い
、
自
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
他
の
締
約
国
が
こ
の
条
約
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る

犯
罪
の
実
行
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
財
産
に
関
す
る
権
原
又
は
所
有
権
を
確
定
す
る
た
め
に
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
等

を
認
め
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
と
る
。

十
四
、
締
約
国
は
、
犯
罪
収
益
等
が
自
国
の
領
域
内
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
犯
罪
に
つ
い

て
裁
判
権
を
有
す
る
他
の
締
約
国
か
ら
没
収
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
自
国
の
国
内
法
制
に
お
い
て
最
大
限
度
可
能
な
範

囲
で
協
力
す
る
。

十
五
、
要
請
を
受
け
た
締
約
国
は
、
公
務
員
に
よ
る
公
的
資
金
の
横
領
又
は
公
務
員
に
よ
り
横
領
さ
れ
た
公
的
資
金
の
洗
浄
の

場
合
に
つ
い
て
は
、
没
収
が
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
、
か
つ
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
に
お
け
る
確
定
判
決
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
に
対
し
、
没
収
さ
れ
た
財
産
を
返
還
す
る
。


